
佐賀県ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））試行要領 

 

１．ＩＣＴ活用工事 

１－１ 目的 

建設業界においては、生産年齢人口が減少することが予想されている中で、建設現場の熟練技

能労働者の急激な減少は全国的に深刻な課題となっている。ＩＣＴを活用することで、一人一人

の生産性を向上させ企業の経営環境を改善し、建設労働者の賃金水準の向上を図ると共に、建設

現場の安全性の確保を推進することを目的とする。 

 

１－２ ＩＣＴ活用工事における舗装工（修繕工） 

次の①～⑤の全ての段階（③④は選択）でＩＣＴ施工技術を活用する工事を「標準型」とする。

また、次の①～⑤のうち 1 つ以上の段階（⑤のみは除く）を実施し、部分的にＩＣＴ施工技術を

活用する工事を「簡易型」とする。 

①３次元起工測量 

②３次元設計データ作成 

③ＩＣＴ建設機械による施（施工管理システム）（選択） 

④３次元出来形管理等の施工管理（選択） 

⑤３次元データの納品 

 

１－３ ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

ＩＣＴ施工技術の具体的内容については、次の①～⑤及び表－１によるものとする。 

①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、以下１）～４）から選択（複数選

択可）して測量を行うものとする。施工現場の環境条件により、管理断面及び変化点の計測

または面的な計測による測量を選択するものとし、ＩＣＴ活用とする。 

１）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

２）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

４）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

 

②３次元設計データ作成 

１－３①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、施工指示に

用いる切削計画を作成する。また、従来建設機械による施工及び出来形管理を行う場合は断

面データを作成し、３次元出来形管理を行う場合は３次元設計データを作成する。 

 

③ＩＣＴ建設機械による施工（施工管理システム）（選択） 

１－３②で作成した３次元設計データを用い、以下１）に示す施工管理システムを搭載し

た建設機械を用いた施工を実施又は従来型建設機械による施工が選択できる。 



１）３次元位置を用いた施工管理システム 

 

④３次元出来形管理等の施工管理（選択） 

ＩＣＴ舗装工（修繕工）の施工管理において、施工管理システムを搭載した建設機械を用

いた施工を選択した場合は以下に示す方法により施工管理を実施、従来型建設機械による施

工を選択した場合は従来手法による施工管理を実施する。 

（１）出来形管理 

路面切削作業の施工管理において、以下に示す方法により、出来形管理をする。 

１）施工履歴データを用いた出来形管理 

２）地上写真測量を用いた出来形管理 

 

⑤３次元データの納品 

１－３①②による３次元データ等及び④において施工を選択した場合、３次元施工管理デ

ータを、工事完成図書として電子納品する。 

 

１－４ ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象工事（発注工種）は、県土整備部、地域交流部が発注する土木工事（災

害復旧工事を除く）に該当するもののうち、以下（１）～（３）に該当する工事とする。 

（１）対象工種・種別 

 

工事区分 工種 種別 

・道路維持 

・道路修繕 

・橋梁保全工事 

舗装工 
・切削オーバーレイ工 

・路面切削工 

 

※切削オーバーレイ工 ：路面切削機によるアスファルト舗装路面の切削作業（複数の路面

切削機による並列切削作業を除く）から概ね切削した舗装厚分を即日で急速施工する作

業 

 

（２）適用対象外 

従来施工において、舗装工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適

用しない工事は適用対象外とする。 

 

（３）対象規模 

ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））の対象規模は、１－４（１）対象工種を条件とし、

数量は規定しない。 

 

 



２．ＩＣＴ活用工事の実施方法  

２－１ 発注方式  

ＩＣＴ活用工事の発注は、受注者希望型とするが、工事内容及び地域におけるＩＣＴ施工機器

の普及状況等を勘案し決定する。 

また、特記仕様書に「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））（受注者希望型）」である旨明示する

ものとする。 

 

※ＩＣＴ活用工事として発注していない工事において、受注者からの希望があった場合は、ＩＣ

Ｔ活用工事として事後設定できるものとし、ＩＣＴ活用工事設定した後は、受注者希望型と同

様の取り扱いとする。 

 

２－２ 実施手続き 

受注者は、発注者へ工事打合簿で内容等が確認できる資料を提出し、発注者が協議内容に同意

し施工を指示することにより、ＩＣＴ活用工事を実施することができる。 

 

２－３ 工事費の積算 

発注者は、発注に際して土木工事標準積算基準（従来基準）に基づく積算を行い、発注

するものとするが、契約後の協議において受注者からの提案によりＩＣＴ活用施工を実施

する場合、ＩＣＴ活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以

下１）に基づく積算により契約変更を行うものとする。 

１）ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））積算要領 

なお、ＩＣＴ活用について協議を行う際には、「１－２①～④」にかかるそれぞれの数量

及び対象範囲を明示するのもとする。 

また、３次元起工測量経費及び３次元設計データ作成経費について見積り提出を求め、

設計変更するものとする。 

 

３．ＩＣＴ活用工事実施の推進のための措置  

３－１ 工事成績評定における措置  

ＩＣＴ活用工事「標準型」を実施した場合は、創意工夫における【施工】「情報化施工技術を活

用した工事」において加点（２点）するものとする。また、ＩＣＴ活用工事「簡易型」を実施した

場合は創意工夫における【施工】「その他」において加点（１点）するものとする。 

なお、複数のＩＣＴ活用工事を実施した場合において、受注者希望型は最大加点となるＩＣＴ

活用工事のみ評価し加点するものとする。 

 

※ＩＣＴ活用による加点は最大２点の加点とする。 

※ＩＣＴ活用工事を途中で中止した工事については、加点対象とせず、減点は行わない。 

 

 

 



３－２ 施工管理、監督・検査の対応  

ＩＣＴ活用施工を実施するにあたって、別途発出されている施工管理要領、監督検査要領（表

－１【関係要領等一覧】）に則り、監督・検査を実施するものとする。 

監督職員及び検査職員は、受注者に従来手法との二重管理を求めない。 

なお、監督・検査に係る機器（３次元データを閲覧可能なパソコン等）は受注者が準備するも

のとする。 

 

３－３ 実施証明書の発行 

ＩＣＴ活用工事を実施した工事について、発注者は受注者に対して完成検査後に「ＩＣＴ活用

証明書」（別添１）を発行するものとする。 

 

 

附則（R3.7.13 建設技第 838 号 1） 

 この要領は、令和 3年 7 月 30 日以降公告される工事から適用する。 

附則（R4.3.10 建設技第 3036 号 1） 

 この要領は、令和 4年 4 月 1日以降公告される工事から適用する。 

附則（R7.5.20 建設技第 134 号） 

 この要領は、令和 7年 6 月 6日以降公告される工事から適用する。 

  



《表－１．ＩＣＴ施工技術と適用工種》 

段階 技術名 対象作業 建設機械 

適用 監督・検

査・施工

管理 

備考 
新設 修繕 

３次元起工測量 

／３次元出来形

管理等施工管理 

地上レーザースキャナーを用いた

起工測量（舗装工事編） 
測量 － － ◯ ①、②、⑥  

ＴＳ（ノンプリズム方式）を用い

た起工測量（舗装工事編） 
測量 － － ◯ ①、③  

地上移動体搭載型レーザースキャ

ナーを用いた起工測量（舗装工事

編） 

測量 － － ◯ ①、④  

施工履歴データを用いた出来形管

理技術 

  

出来形計測 

 

ＩＣＴ 

建設機械 
－ △ ①、⑤ 路面切削工 

【凡例】 ○：適用可能 △：一部適用可能 －：適用外 

 

【関連要領等一覧】 ①  ３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）路面切削工編 

② 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 

③ ＴＳ（ノンプリ）を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 

④ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 

⑤ 施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（路面切削工編） 

⑥ 地上レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル（案） 

 

 


